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1.は じめ に:課 題設定

アジア地域を含め、世界では現在、地方分権化が進 められているという。 このことは日本に

ついても例外ではなく、1995年 の地方分権委員会の設置、1999年 地方分権一括法の公布、そ

して2000年 か らの機関委任事務の廃止など、記憶に新しいところである1。

ところが地方分権がなぜ同時期に、世界的に進 められているのか説明する段になると、われ

われは袋小路に陥る。秋月謙吾の整理によれば、地方分権の推進の要素 として、①国際環境の

変化、② 「反中央戦略」、③社会経済の成熟に伴 う変化、が挙げられるとい う([秋 月2001a:

159-163])。 た とえば、欧州統合に直面 したイギ リスのスコッ トラン ド議会 ・ウェールズ議会

の創設は①に相当し、冷戦後の東ヨーロッパ諸国は①と②が当てはまるであろう。フィリピン

におけるマルコス政権崩壊(1986年)後 のコラソン ・アキノ政権による地方分権改革(1991

年)、 イン ドネシアにおけるスハル ト政権崩壊(1998年)後 の地方分権改革(1999年)は 、②

によるものであろ う([片 山2001][岡 本2001])。 他方、本格的な福祉社会に突入 している日

本やスウェーデンなどの先進諸国では、地方 自治体の執行能力強化のために地方分権を進めて

お り、③の事例に属すると考えられる。すなわち、先進諸国、発展途上国、市場移行国など、

それぞれ地方分権を進める背景と意図は異なっているのである。 しかも、「地方分権」 とい う

1西 尾勝・『未 完の分権改革 一霞が関官僚 と格闘 した1300p』 岩波書店、1999年a新 藤宗幸 『地方分権』

(第2版)岩 波書店 、2002年 。
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概 念 自体 、世 界 銀 行 の定 義 に よれ ば、 中央 政府 の 出 先機 関や 民 間 へ の権 限委 譲 ま で含 め られ て

お り、 そ の 中身 自体 きわ めて 多 様 で あ る([秋 月2001a])。

そ れ で は 、 タイ の場 合 、 なぜ 今 、 地 方 分 権 が 急 速 に進 め られ て い るの だ ろ うか。 タ イ の 地 方

分 権 は、 上 述 した 秋 月 の整 理 す る要 素 に よ って うま く説 明 で き るの だ ろ うか。 周 知 の よ うに タ

イ 国 は 、 ア ジ アNIESに 次 ぐASEAN4(イ ン ドネ シ ア 、 マ レー シ ア 、 フ ィ リピ ン 、 タイ)の

1国 で あ り、1997年7月 に 始 ま る ア ジ ア 経 済 危 機 発 生 ま で 順 調 に経 済 成 長 を遂 げ て きた 。 し

か し、 タイ が 国 内 の 「開 発 」 を も はや 必 要 とせ ず 、社 会 経 済 の成 熟段 階 に来 た とま で は 言 い切

れ な い(末 廣 編[1998])の は 明 らか で あ る。 ま た 、 タイ の場 合 、冷 戦 終 結 後 カ ン ボ ジ ア 和 平 が

達 成 され 「ASEAN10」 が 実 現 した今 日、近 隣諸 国 との 関係 に 由来 す る国 家 安 全 保 障 上 の 問題

や 開 発 の 優 先 順 位 が 揺 らい で い る と はい え、 東 欧 諸 国 や イ ン ドネ シ ア が抱 え る よ うな体 制 の 正

統 性 問題 を深 刻 に抱 えて い るわ けで もな い 。確 か に タイ も民 主化 とい う課 題 に 直 面 して い るの

は 事 実 だ が 、 少 な く と も1980年 代 末 以 降 、 議 会 制 民 主 主 義 は確 実 に 定 着 して お り、 そ れ ゆ え

旧共 産 圏 の よ うな深 刻 な 「反 中央 戦 略 」 に直 面 して い るわ けで もな い。 さ らに 、人 口の 高齢 化

が 急 速 に 進 み 社 会 保 障 制 度 の 整備 が 急 務 にな りっ っ あ る とは い え 、 タ イ は先 進 国 の よ うな福 祉

国 家 の 問 題 に直 面 して い るわ けで もな い 。 タイ の ケ ー ス は 、秋 月 の整 理 す る3つ の事 例 に ま っ

た く反 す る わ けで は ない が 、 す っ き り説 明 で き るわ けで もな い。

問題 は 次 の よ うに立 て る こ とが で き る よ うに 思 わ れ る。 第 一 に 、 なぜ タ イ に お い て地 方分 権

が 重 要 な イ シ ュー と な った の か 、 とい う問題 で あ る。 この 問題 に つ い て は 、 大方 の合 意 が タ イ

人研 究者 や 外 国人 研 究 者 の 問 で 存 在 す る よ うに思 わ れ る。 た と えば 、 タ マ サ ー ト大 学政 治 学 部

の スパ サ ワ ッ ト ・チ ャ ッチ ャ ワー ン は 、 タイ の 地 方 分 権 は 軍 事 政 権 を 打倒 した5月 流 血 事 件

(1992年5.月)後 に行 われ た総 選 挙(1992年9月)に 遡 り、 地方 分権 が政 党 の重 要 な選 挙公 約

に な っ た と指 摘 す る([ス パ サ ワ ッ ト2001:106])。 また 、 ドイ ツ 人研 究 者 の マ イ ケル ・ネ ル

ソ ン も 、 第 一 次 チ ュ ア ン政 権(1992年9,月 ～1995年7月)下 で設 置 され た 民 主 主 義 発 展 委 員

会(DemocracyDevelopmentCommittee;khanakamakaanphatthanaaprachaathipathai)

の 設 置(1994年6月9日)か ら地 方 分 権 改 革 の 記 述 を始 めて い る([Nelson2000:21-2】)2。

い ず れ も、 民 主化 とい う政 治 改革 が 「地 方 分 権 」 の重 要 な契機 に な っ た と理 解 して い る。 実 際 、

タイ 憲 政 史 上 もっ と も民 主 的 で あ る と され 、 「民 衆版 憲 法 」 とも称 され る 「1997年 タ イ 王 国 憲

法 」(以 下 、 「97年 憲 法 」 と略)は 、 第9章 「地 方 自治 」 にお い て 、 詳 細 な 地 方 自治 ・地 方 分

権 に 関す る規 定 を9条 に わ た っ て置 い て い る(第282条 ～290条)。 こ う した経 緯 に つ い て は 、

大 枠 と し て筆 者 も 同意 す る と こ ろで あ る。

第 二 の 問題 は、 そ れ で は なぜ こ の よ うな地 方 分 権 が 実 際 に可 能 にな っ た の か 、 とい う点 の 説

2た だ し、 「民 主 主義 発 展 委 員 会 」(委 員 長:プ ラ ウ ェー ト ・ワ シー)が 提 出 した提 言 の 中 に は 、 地 方 分

権 や 自治 体 強 化 の 案 は含 まれ て い な か っ た。 後 述 す る よ うに 、 地方 分 権 や 自治 体 強 化 案 が 含 ま れ た の は 、

バ ンハ ー ン政 権 下 で設 置 され た 「政 治 改 革 委 員 会 」(PoliticalReformCommittee;khanakamakaan

pathiruupkaanmuang)に お い て で あ る([Nelson2000:23-4])。
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明である。1992年 以降の政治過程を単純になぞるだけでは、この点の説明としては不十分な

のは明らかであろう。この点の問題を既存研究はどのように扱ってきたのであろうか。タイの

地方 自治体が組織構造、権限、財源、マンパ ワーいずれの点においても脆弱であり、それゆえ

能力強化を必要としており、そのためには地方分権の推進が必要であるということについては、

厂97年憲法」以前からも繰 り返し問題 とされてきた。より具体的にいえば、地方自治体設置の

根拠法や関連す る法律(た とえば、「1991年国家行政組織法」や 「1914年地方行政法」など)

を丹念に検討 し、組織構造的には国家官僚が自治体職員を兼務 していること、独自財源がほと

んどなく内務省からの補助金に依存 してお り、地方公務員人事 さえ事実上内務省に管理されて

いることを指摘する。後述するように、これ らの多くの点が 「97年憲法」制定によって大き

な改善を見たのは事実であ り、そのことを指摘する論文 も多い(た とえば、[ソ ムキ ッ ト

2001]を 参照)。 また、財政分権化 という観点からも、1997年 以前は全政府歳出に占める自治

体歳出がわずか7～8%だ ったのが、2002年 度には22%に まで急速に増加 している。 しかし、

これ ら既存研究は、地方分権や自治体強化がなぜ1997年 以降政治的に可能になったのかにつ

いては、説明しない。

タイの地方分権がフィリピンやイン ドネシアと違った経過をたどったにもかかわ らず、なぜ

それが推進 され、しかもそれがなぜある程度成功を収めることができたのか。タイの地方分権

は、技術的な行政学上のイシュー として見なされる傾向が強いが、本稿はより政治的な側面に

着 目したい。また、タイの地方分権は、単に政治過程を跡づけるのではなく、より理論的に説

明する必要があるように思われる。本稿の課題は、この点についてささやかな仮説を提起する

ことである。

2.理 論的検討

上で触れたように、地方分権がなぜある程度タイで成功を収めつつあるのか、既存研究は十

分説明していないことを指摘した。では、この問いに対してわれわれはどのようにアプローチ

すればよいであろうか。ここで参考になるのは、北村亘による目本における機関委任事務制度

廃止にまっわる政治過程の研究である([北 村2000])。 以下ではまず、北村の研究を要約 して

みよう3。

北村は、日本の融合型地方自治の核心的制度であり一貫 して維持 されてきた機関委任事務が、

地方分権推進委員会による廃止勧告から地方分権一括法案成立まで、なぜ大きな政治的抵抗を

受けなかったのか、とい う興味深い問いかけを行なう。北村はこの問いに答 える理論的準備 と

3ま た、 日本 の地方分権 に関す る興味深 い問題 提起 と して、 曽我謙悟 「地方分権改革 をめぐる2っ の な

ぜ」大森彌 ・石川一三夫 ・木佐茂男ほか 『地方分権改革:』法律文化社 、2000年 、を参照。
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して、① 「アイディアの政治」アプローチと、② 厂学者コミュニティー」論及び 厂政策共同体」

論の二つを批判的に検討 している。北村によれば、「アイディアの政治」とは、「政策的な帰結

を説明する要因として、確固とした理念や学問の主流的パラダイムといった 「アイディア」に

着 目するのが 「アイデ ィアの政治」の特徴」である([北 村2000:479])。 一方②は、地方分

権推進委員会における学者グループの果たした役割やそれを支えた地方分権改革に強い関心を

持っアクターにも分析対象を広げ、彼 らが 「理念や共通認識、共通言語を重視する点で、とも

に 「アイディアの政治」アプローチ と呼ぶことができ」る、とい う([北村2000:480])。

しかし北村によれば、「アイディアの政治」アプローチでは、次の2つ の問題を説明できな

いとい う。第一に、アイディアを他の変数(た とえば、省益、政治家の利益など)と 区別 して

独立変数 とした場合、他の変数に依拠 した説明に対 して優位 を説明できないとい う。そ して第

二に、アイディアだけでは、なぜ機関委任事務廃止についてのみ効いて、同時期に地方分権推

進委員会で検討 された地方交付税 ・補助金改革 ・公共事業見直 しについて効かなかったのか、

という政治過程全体を説明できないという。北村はこうして 「アイディアの政治」を批判的に

検討 した うえで、 「地方分権推進委員会」とい う地方分権推進法に基づいて設置 された首相直

属の制度装置 とビジネスと地方 自治体派 との連合形成に注意を喚起 した うえで、問 うべき問題

は、「なぜ 、1990年 代後半に地方分権を推進する連合が社会に形成 されたのかとい うことであ

る」と設定し直す。その上で彼は、連合を形成 したアクターの行動及び行政制度の改廃の最終

的決定権をもつ与党政治家に分析の焦点を合わせ、与党政治家が合理的選択を行った結果、機

関委任事務が廃止 されたとい う仮説 を提出する。すなわち、「機関委任事務廃止 という制度改

革は、「アイディア」変数よりも、む しろ、一定の 「制度」変数の下で機能する 「利益」変数

に着 目した方が適切な説明を与えることができる」と主張す るのである([北 村2000:487])。

以上のように政治過程や制度論に着 目した北村の研究は、タイの地方分権を考える上で示唆

的である。 とはいえ、地方 自治制度の形成過程は日本 とタイでは異なる以上、単純に日本の例

をタイに当てはめるわけにはいかないであろう。この点の比較をより厳密にするため、もう少

し広い視野から歴史的 ・制度的に日タイの政治史を比較してみよ う。タイは19世 紀の帝国主

義時代も独立を維持 しつつ上か らの近代化を進め、絶対君主制 を廃止 した 「1932年立憲革命」

を契機 に、形式的には立憲民主主義制度を導入 した。立憲君主制を採用 し、議員内閣制を採用

する単一国家である点でも、両国は政治制度的に似ている。にもかかわらず、タイの地方自治

は日本のそれに比べて進んでいない。まず、「立憲革命」以前のタイでは、部分的にせ よ住民

が直接に選ぶ代表が参加する自治体組織は皆無であった。厂立憲革命」後の約70年 間も、度重

なる軍事 クーデタに見舞われ、憲法の改廃もこの間16回 に及んだ。第二次世界大戦中タイは

日本の同盟国だったが、大戦終了後はアメリカの寛大な措置を受け、 日本が経験:した占領軍に

よる戦後改革も行なわれなかった。 「地方 自治の本旨」を明確に謳った 日本国憲法 と違い、政

府の政策指針に関する中で地方 自治振興が規定された最初の憲法は、1968年 憲法第170条 であ

る([ソ ムキット1996:7])。 実業家による政治参加が本格的に始まったのはようや く1970年
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代に入ってからのことで、その後も度重なる軍事クーデタや議会制度 ・政党法の改編により、

代議政治の健全な発展は阻害されてきた。 このようにタイの地方自治は、外からの強制や内か

らの強い突き上げにも、さほどさらされ ることなく今 日まで至った。今まさにタイは、ようや

く地方自治制度改革の入 り口にさしかかっているといえる。

日本とタイの地方分権を比較した場合はっきりしたことがいえるのは、北村が日本のそれに

おいて重要と考えたビジネスや与党政治家の役割が異なっているとい うことであろう。事実、

「1999年地方分権計画及び手順規定法」に基づいて2000年1月 に設置 された 「地方分権委員会」

には、ビジネスの代表者は一切含まれていない。委員は官僚機構代表(関 係官庁事務次官 レベ

ル)、地方 自治体代表、及び有識者(官 庁OBと 学者)の みである。前節で指摘 したように、タ

イの地方分権は 「民主化」の一環としてもっぱら追求されてきた。地方分権を求めるビジネス

の利害は制度的にビル トインされておらず、実際においてもビジネスが地方分権に関心を示 し

ていない点は、タイの地方分権化を考える際、興味深い点であるように思われる4。

しかし、北村も指摘 しているように、一定の 「制度」変数のもとでの 「利益」変数 という視

点は、タイの分権化を分析するうえで重要な示唆を与えているように思われる。タイと日本 と

の歴史的経路が異なるとはいえ、1992年 以降タイでは軍が政治の表舞台から静かに退場 し、

民主政治は確実に根付いてきた。すなわち、タイにおいても、民主政治の制度やルール、与党

政治家の役割を無視するわけにはいかなくなりつつある。では、なぜ、今、タイで分権化が行

われているのか。分権化はどのようにして契機を掴んだのか。筆者は、1997年10Aに 公布 ・

施行 された 厂97年憲法」が地方分権を推進するメカニズムを制度的に取 り込み、そこに地方

分権化を進める学者たちを中核 とする政策ネ ットワークが有効に機能し、民主化に好意的な与

党政権の支持 を得たからであると考える。 この仮説を証明するためには、地方分権を進める

「制度」設計がいかなる特徴をもち、なぜ地方分権を支持する学者 グループが発言力をもっ よ

うになり、そして地方分権改革に対する反対を抑えることができたのかが説明されねばならな

い。「制度」とは多岐に渡る概念を含むものであるが、ここでは真渕勝([真 渕1993])に 従い、

狭義な意味における法律的に裏付けられた 厂制度」と定義 しておこう。

それでは最初 に、地方自治と地方分権が 「97年憲法」の中にどのように取 り込まれ、分権

を進める 「制度」的枠組みがどのようにビル トインされたのか、節を改めて検討 してみよう。

4な ぜ 日本で地方分権 の推進 が時の政治課題 にな り、政治 目標 に浮 上 したのかにっいて、 「地方 分権 推

進委員会 委員 」 を務 めた西尾は次の よ うな興 味深 い発言 を して いる。 「端的に 申し上 げれ ば、地方 自治

関係業界以外 の業界 の人 たちが地方分権 の推進 を求め るよ うになったか らこそ、今 日の よ うな事態が生

まれてき てい る とい うことであ ります。 では、 ど うい う業界の人た ちが ここに参入 して きたのか と言 え

ば、 まず は政界 の政治家たちであ り、次に財 界人た ちで あ り、 さらに言 えば連合に結集 してい る労働 界

の人たち であ ります」(1995年7月8日 北海道ニセ コ町での講演)([西 尾1999:53])。
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3.地 方分権 のプロセス と地方 自治体強化:

「97年憲法」 と地方 分権 の ビル トイ ン

本節では、タイの地方分権のプロセスを理解するため、「97年憲法」が制定されるまでの時

期 と、「97年憲法」が制定されたあとの二つの時期に分けて、過去十年間の地方自治制度改革

を簡単に跡付けよう。

(1)民 主化の一環 と しての地方分権改革:「97年 憲法」制定まで5

周知のよ うにタイ国では、1980年 代後半か ら1990年 代にかけて急速な経済発展を遂げ、プ

レーム ・ティンスラーノン政権期(1980～1988年)の 「半分の民主主義」期を経て、1988年

には12年 ぶ りに政党内閣か らなるチャー トチャーイ ・チュンハワン政権(1988～1991年)が

成立 した。 ところが、タイ経済が未曾有の活況を呈していた1991年2,月 、陸軍司令官スチン

ダー ・クラープラーユンを中心 とする軍事クーデタが発生しチャー トチャーイ政権は退陣する。

しかし、軍自体は自ら政権につかず、元外務事務次官で当時サハユニオン社社長 ・タイ工業連

盟会長の要職にあったアーナン ・パ ンヤラーチュンを暫定内閣首班に指名 した(第 一次アーナ

ン政権:1991年2月 ～1992年4月)。1991年12A9日 にはアーナン政権のもとで暫定憲法が

制定され、翌年3月 には総選挙が行われた。 この総選挙で最大議席を獲得 したのは、親軍的な

正義団結党 ・党首ナロン ・ウォンワンであった。

タイにおける民主化運動が起こったのは、この選挙が終了してからしばらくのことである。

この過程 を簡単に見ておこう。総選挙の結果から判断して、ナ ロンがすんなり首相に就任する

ものと思われていた。 ところがその矢先、ナロンはアメリカ国務省からアヘン密売の嫌疑をか

けられ、結局彼の首相就任話は頓挫 した。その結果、それまで首相就任の野心を否定 していた

スチンダーが、適当な代理人を現職下院議員の中から見つけることができず、1992年4月7

日自ら首相 を兼務す ることになった。 これは、自らは首相に就任 しない とい う彼 自身の公約を

破るものであったため、世論の強い批判を呼び起こした。しかもスチンダーは、チャー トチャー

イ政権時代に不正蓄財をしたとして自ら処罰 した 「汚職」閣僚3名 を、新政権の閣僚に任命 し

た。 これは1991年2月 のクーデタの正統性を自ら否定す る行為であり、スチンダー政権批判

の火に油を注ぐことになった。 こうして4月 下旬から大規模な抗議集会 ・デモによる反スチン

ダー運動が組織されるようになり、5月17日 には首都中心部で軍 ・警察がデモ隊に対 して無

差別発砲 を行ったため、事態は流血惨事にまで発展 した(「5月 流血事件」)。5,月20日 になっ

てようや く、国王の裁定で政府 と民主化運動サイ ドは矛を収め、スチンダーは首相を辞任、再

びアーナンが選挙管理内閣として再登板 した(第 二次アーナン政権:1992年5月 ～9月)6。

5本 節 の記 述 は 、主 と して[玉 田2001]及 び[永 井2001]に 依 拠 して い る。

6[末 廣1993:109～116】 。[加 藤1995]、 特 に 「第7章 タイ 政 党 政 治 へ の模 索 」 を参 照 。
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そ して1992年9月 に 同年2回 目の総 選 挙 が行 われ 、 「5月 流 血 事 件 」 に お い て 民 主化 運 動 を 支

持 した政 党 を 中心 に チ ュ ア ン ・リー クパ イ 連 立 政 権 が発 足 した の で あ る(1992年9,月 ～1995

年7月)7。

タイ にお け る地 方 分 権 は 、 この 一 連 の 民 主 化 プ ロセ ス と密 接 に関 連 して い る。 この こ とは 、

「1994年 タ ム ボ ン評 議 会及 び タ ム ボ ン 自治 体 法 」(以 下 、 厂1994年 タム ボ ン 自治 体 法 」 と略)発

布 に至 る過 程 を 見 る と明 らか で あ る。 上 述 の 総 選 挙(1992年9月)に あ た り民 主 化 を支 持 し

た 政 党 は 、 第 一 次 ア ー ナ ン政 権 時代 に 制 定 され た 「1991年 暫 定 憲 法 」 改 正 と並 ん で 、 主 要 県

にお け る県 知 事 公 選 を公 約 と して 掲 げ て い た[タ ネ ー ト1997:286-288]。 しか もチ ュ ア ン 首

相 は1992年10月21日 の 国会 にお け る施 政 方 針 演 説 で 、 「す べ て の レベ ル の 地 方 自治 体 首長(執

行 機 関)を 選 挙 す る こ とに よ って 、 地方 行 政 の 分権 化 をは か る」 と発 言 してい た[橋 本1999a:

19]。 県知 事 は 内務 官 僚 が 中央 か ら任 命 ・派 遣 され る もの で あ り、 中央 政 府 に よ る地 方 支 配 の

象 徴 ともい え る存 在 で あ る。 しか し、 この 県 知 事 公 選 問 題 に対 して は、 当然 の こ とな が ら内務

省 が 強 く反 対 した。 こ の とき内 務 省 は 、 県 知 事 公 選 導 入 問 題 に巻 き返 しを図 る 中で 、 二 つ の 案

を抱 き合 わせ で新 た に提 案 した 。

一 っ は
、 「県 自治 体 」 委員 長 直接 公 選 制 導 入 で あ る。 「県 自治 体 」(ongkaanboorihaansuan

canwat;ProvincialAdministrationOrganization;PAO)と は 、都 市 域 に設 置 され た 自治

体 の行 政 管 轄 区域 を 除 く、 農 村 区域 の 自治 を進 め るた め に1県 につ き1つ 設 置 され た 自治 体 で

あ る。 「県 自治 体 」 の 議 会 議 員 は直 接 住 民 に よ っ て選 ばれ て い た が 、 執 行 部 の委 員 長 は 内務 官

僚 で あ る県 知 事 が兼 任 して い た の で あ る。 つ ま り内務 省 の 提 案 は 、 「県 知 事 公 選 」 で は な く、

「県 自治 体 執 行 委 員 長 」 の公 選 で代 替 し よ うとい う提 案 で あ る。 も う一 つ は、 「タム ボ ン 自治 体 」

(ongkaanboorihaansuantambon;TambonAdministrationOrganization;TAO)設 置

で あ る。 「タ ム ボ ン」 とは、 県 、郡 とい う地 方 行 政 単位 の 下 に位 置 づ け られ る行 政 単 位 で 、 そ

こで は 「カ ム ナ ン」 と呼 ばれ る住 民 か ら選 ばれ た顔 役 が 内務 省 か ら多 少 の手 当て を支 給 され な

が ら、基 本 的 な 登録 業 務 、治 安 維 持 、 開発 計 画 の策 定 な どの 中央 政 府 の補 助 的 役 割 を担 っ て い

た。 「タム ボ ン」 に は法 人 格 もな け れ ば 事 務 をサ ポ ー トす る常 勤 官 僚 もお らず 、 厂カ ム ナ ン 」 は

多 くの 場 合 自宅 を事 務 所 と して使 っ て い る8。 内務 省 の提 案 は 、 この 「タ ム ボ ン」 に法 人 格 を

7与 党入 りしたのは民主化運動を支持 した民主党(チ ュアン党首)、 新希望党(チ ャワ リッ ト ・ヨンチャ

イユ ッ ト党首)、 パ ランタム党(チ ャムロー ン ・シームアン党首)、 そ して連帯党であった。他方 、タイ

国民党、社会行動党、セー リー タム党 、大衆党 、人民党は野党に回った。 チ ャー トチャーイが新設 した

国家 開発 党 も野党に回った。軍 が支持 した正義 団結党は5月 流血事件後解散 し、野党 に散 らばった。

8「 タムボ ン」 の さらに下の行政 単位 として、複数の 「村 」(muubaan)が 設 置 され ている。村 には住

民か ら直接選挙 され る 「村長」がお り、 「カムナ ン」を支えている。 「カムナ ン」は これ ら 「村長 」たち

の中か ら立候補 した もの を、住民 が直接 選んだ ものである。 「カ ムナ ン」 と 「村長」は補佐役 として、

それぞれ 「辺ムナ ン補佐」 と 「副村 長」(複 数)を 任命す るこ とができる。彼 らもまた、 内務省 か ら何

が しかの月極 め手 当てを支給 され る。 「カムナ ン」は さらに、1970年 代 半ば以 降、「タムボ ン」に設 置 さ

れ た 「タムボ ン評議会」(sapaatambon;TambonCouncil)の 委員長 を務 める ようになった。 「タム

ボン評議 会」 は県 自治体か らの補助金 を主 たる財源 として、タムボ ンにおけ る開発計画を策定す る役割

を果 た していた。 「タムボン開発計 画」は郡長 の承認 を必要 と していたが、計画策定 にあた って 「カム

ナン」の影響力は大き く、 「カムナン」選 挙の政治化を もた らすきっかけ となった。
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付 与 し、独 自の 審 議 機 関 と執 行機 関 、 そ して 常 勤職 員 を備 え た 自治 体 を設 置 させ よ う とい うも

の で あ る9。

内務 省 の 思 惑 が ど こ に あっ た の か は と もか く と して 、 二っ 目の 「タ ム ボ ン 自治 体 」 設 置 提 案

は タイ 社 会 に 大 きな 関 心 を巻 き 起 こ した。 そ の 結果 、 地方 分 権 の焦 点 が県 知 事 公 選 問題 か ら拡

散 す る こ とに つ な が った 。 県 知 事公 選 を 強 力 に推 奨 した チ エ ンマ イ 大 学 の タネ ー ト ・チ ャル ー

ン ム ア ン の 言 葉 を借 りれ ば 、 「1992年9,月 ～11月 の3ヵ,月 が す ぎ る と県 知 事 公 選 制 へ の 世 論 の

関 心 が 急 速 に失 わ れ て い っ た 」 の で あ る([タ ネ ー ト1994:59])。 内務 省 は 本 音 の と こ ろ で

は ホ ッ トした に 違 い な い 。 こ うして 「県知 事公 選 制導 入 」 問題 は世 上 の 関 心 か ら次 第 に忘 れ 去

られ る一 方 で 、 「タム ボ ン 自治 体 」 設 置 の準 備 は粛 々 と進 め られ た。1994年 に 「タ ムボ ン評 議

会 及 び タ ム ボ ン 自治 体 法 」 が制 定 され 、 タ ム ボ ン 自治 体 は1995年3月 に617ヵ 所 、1996年 に

2,143ヵ 所 、1997年 に3,637ヵ 所 次 々 に新 設 され た(設 置 と と も に全 国 で 一 斉 に 「タ ム ボ ン 自

治 体議 員 」 選 挙 実 施)。2002年 現 在 、 タ ム ボ ン 自治 体 は6,742ヵ 所 を数 え る に い た っ てい る10。

この結 果 、 タイ の 自治 体総 数 は飛 躍 的 に 増 大 した。 そ れ ま で タイ には 、 先 に触 れ た県 自治 体 、

テ ー サ バ ー ン(市 ・町)、 衛 生 区 と、2ヵ 所 の特 別 自治 体(バ ン コ ク都 とバ ッタ ヤ ー 特 別 市)

な ど合 計1,200ヵ 所 近 く しか な か っ た が 、 新 憲 法 が制 定 され る1997年 ま で の 数 年 間 で8千 ヵ所

近 くま で膨 れ 上 が っ た の で あ る。(表1参 照)

表11994年 と2000年 の間の地方 自治体数の比較(2000年10月6日 時点の資料)

地方自治体の種類 1994年 2000年

県自治体 75 75

テ ー サ バ ー ン 134 1,129

衛生区

一郡長 を委員長 とす るもの

一選 出 された ものを委員長 とす るもの

990

862

128

=
一

タムボ ン自治体 513 6,746

バ ンコク都 1 1

バ ッタヤー市 1 1

合計 1,714 7,952

出典[ス パ サ ワ ッ ト2001:113]

9正 確 に言 えば 「タ ムボ ン 自治体」(ongkaanboorihaansuantambol1)の 設 置は この時が初 めてで

はない。1956年 か ら1972年 にか けて 、い くっかの法律 に基づいて複数 のタイプの 「タムボン 自治体」

が存在 したか らであ る。 しか し、それ らの 「タムボン 自治体」は1972年 に軍事政権 によってすべ て廃止

され ていた。 詳細については、[永井2001:48]参 照。

10「 タムボン 自治体 」が設置 されたからといって、 「カムナン」や 「村長」が失職 したわけではない。 「1914

年 地方行政 法」の規定に基づき、彼 らは現在も存続 し、内務省の地方支配の屋 台骨を支えている。 しかし、

「タムボン自治 体」が設置 されたところでは 「タムボン評議会」は廃止 され、 「タムポン評議 会」が存続 してい

るのは、 「タムボン自治体 」設 置基準を満たさず 自治体への格上げを見送 られている約200ヵ 所の 「タムボン」

のみである。 ただし1994年 の法改正により、現在の「タムボン評議 会」は法人格 を取得 している。
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(2)「97年 憲 法」 と地方分権改革

「県知事公選制導入」問題はタムボン自治体設置によってひ とまず沈静化 したが、 しかし地

方分権の動きはこれだけに留まらなかった。それと言 うのも 「97年憲法」第78条 は、政府の

基本政策 として地方分権化を進めなければな らないと規定 し、加えて地方自治や地方分権に関

する詳細な規定を9条 にわたって置いたからである。 しかも憲法第78条 は、「準備の整った県

から大規模 自治体に発展 させる」 と規定 してお り、このことは一旦消えたかに見えた 「県知事

公選」問題が依然 として燻っていたことを示唆するものである11。

「97年憲法」は全12章 及び経過規定からなる、合計335条 にも及ぶ大部のものである。第9

章が 「地方 自治」に充てられ、9条 に及ぶ詳細な規定が置かれた(第282条 ～290条)。 原案は

憲法起草委員会の委員をつ とめた公法学者たちによって準備された。その内容を簡単に見てお

くと、地方 自治の原則規定(第282条 、第283条)に は じま り、 自治体の管理監督は住民の利

益保護 と国家全体の利益のためにのみ行なうこと(第283条)、 地方 自治体の組織構造や議員 ・

執行部の資格 ・選出方法(第285条)、 住民による解職請求(第286条)、 自治体職員に関する

規定(第287条)、 自治体による芸術、土地の伝統習俗の保持(第289条)、 天然資源や 自然環

境の保護(第290条)な どの規定が置かれている。分権化との関係で重要なのは、第284条 で

ある。同条は、地方 自治体への分権に関する計画及び手順を法律によって別に定めるよう規定

してお り、その手続きとして関係政府機関代表、地方 自治体代表、有識者の3者 からなる委員

会を設立、そこにおいて中央行政 と地方自治体の職務権限、並びに租税 ・課徴金の配分につい

て規定するよう求めていた12。

11本 論 の直接 の関心 とはやや離 れ るが、[Nelson2000:21-33]は 県知事公選 問題 か ら 「97年憲法」制

定 に至 るまでの地方分権論議 が どの よ うに扱 われて きたか について触れてお り、参考 になる。ネル ソン

によれば、地方 自治体強化や地方分権推進 は、チ ュアン連立政権下で設置 された 「民主主義発展委員会」

(1994年6月9日 発 足。委員は58名 。委員長 はプラ ウェー ト・ワシー)の 報告書の 中で は一切触れ られ

てい なか った。 しか し、バ ンハー ン政権下で発足 した 「政治改革委員会」(PoliticalReformCommittee;

kanakammakaanpathiruupkaanmuang。1995年8月 発 足)が1996年11Aに 提出 した 「政治発展計

画」(PoliticalDevelopmentPlan;phaenphattanaakaanmuang)で は、 「地方分権 と住 民 自治」 に

関す る記載 があ るとい う。ネル ソンの要約に よれ ば、①多 くの形態 の 自治体 が不必要 に存在す ること、

② 中央行 政 と地方行政の問 に業務重複が存在す るこ と、③ 中央 による地方 に対す る行 き過 ぎた管理 が存

在す るこ と、な どの指摘 をした うえで、以上の 問題 を解決す る方法 と して、①地方 自治体 はテーサバー

ン とタムボ ン自治体の2っ の形態 に限 り、特別 自治体 としてはバ ンコク都 の形態 に限定す ること、② タ

ムボン評 議会 を早急 にタムボ ン 自治 体に格上 げす る こと、③ 「県議会 」(ProvincialCouncil:saphaa

cangwat;県 自治体の審議機関)を 県 内すべて の 自治体代表 か ら構成 され る組織 に変更 し、そ の主 な役

割 を県知 事へのア ドヴァイス と自治体問の調整 にす るこ と、な どの方法 が提言 され ていた とい う。委員

会 は さらに、効率的な行政 を執行す るだ けの十分 な財政能力 のある県 は、バ ンコク都 のよ うに特別 自治

体 にすべ きであ るとい う提言 も行 っていた。ネル ソンによれ ば、このよ うな提案 の背景 には、地方 自治

に関心を もつ3名 の委員(ア モー ン ・ラクサーサ ッ ト、 リキ ッ ト・テ ィー ラ ウェー キン、 ウィス ッ ト・

ポーテ ィテー ン)の 意向が強 く働いていた とい う。 こ うした提言が 「97年憲法」制 定過程 とどう関係 し

てい たのか、なぜ① と③ の提言 は生 かされ なか ったのか、こ うした論点の解明は今後の課題 である。

12「97年 憲法」第282条 ～第290条 の全文は、[永井2001:106-7]を 参照。
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以上の9条 にわたる地方 自治関連規程は、従来のタイ憲法 と内容を見比べてみた場合、画期

的な内容をもっものと言えよう。 「97年憲法」制定に参画 したタマサー ト大学法学部のソムキッ

ト・ラー トパイ トゥーンの言葉を借 りれば、「現憲法[97年 憲法]は 、過去の憲法に比べて地

方分権にっいて多く規定 している」[ソムキット2001:83]。 では、なぜ このような地方自治関

連規程が 「97年憲法」に盛 り込まれることになったのか。「97年憲法」制定過程の検討 は本稿

の目的と範囲を越えるものであり、詳細には述べない。 しかし、ここで確認 しておきたいこと

は、本憲法が 「タイ史上最初の民衆版憲法」という謳い文句のもと、既存の代議員議会を迂回

して全国76県 からそれぞれ一名の代表 と、有識者23名 の計99名 からなる 「憲法起草委員会」

を設置し(1996年 末)、 それが憲法草案を準備 した点である([玉 田2001])。 憲法草案策定を

既存の代議員議会に委ねなかったことは、現職下院議員に対する不信感を端的に意味 してお り、

別に設置 された憲法起草委員会の中に有識者23名 が含まれたことは、エリー ト主義的観点を

導入することになった。それでも、地方 自治関連規程については、憲法起草委員会内でさえ議

論が割れたようである。憲法起草委員を務めたソムキッ トは次のように述べている。「地方分

権に関して憲法起草委員会では対立や議論はあまりなかったものの、この点について投票を行っ

たところ同数だったので、議長が判定を下した。加えて、地方分権が政治改革の一部であると

い うことを否定するものは誰もいなかった」[ソムキット2001:83]。 上下院は憲法草案を受け

取ったあと、修正を加えることを禁止され、採択するか否かの選択 しか与えられていなかった。

しかも憲法草案は、大方の予想を裏切って、上下両院によって圧倒的多数によって承認 された

のである。以上のように、革新的な内容をもつ地方自治関連条項は憲法起草委員会で薄氷の差

で承認され、「97年経済危機」で混乱するさなか、上下両院によって承認 されたのである。こ

の結果、それまであま り注目を浴びてこなかったが地方分権が、実際に着手 されることになっ

たのである。

「97年憲法」施行後、新希望党のチャワリット首相(在 任:1996年11 ,月～1997年11月)か

ら政権を受け継いだ民主党のチュアン首相(在 任:1997年12月 ～2001年2月)は 、アジア通

貨 ・経済危機に係わる制度改革に着手するかたわら、憲法の規定にしたがい、地方分権改革に

も比較的前向きに取 り込んだように思われる。チュアンはまず、副首相(ピ チャイ ・ラッタク

ン民主党議員)を 委員長 とする 「地方 自治体法改正及び地方分権促進委員会」を設置し、「97

年憲法」の趣 旨に合致するよう当初の2年 間で地方自治体関連法の改正や策定を行なった。

「97年憲法」は、 自治体議会の議員 と首長は公選によらねばならない と規定してお り(第285

条)、任命議員をもついくつかの自治体は法律を改正する必要があったからである。表2で 明

らかなように、チュアン政権は内務省の協力を得て2年 の問に自治体関連法案の改正と策定を

何とか間に合わせた。

ところで、「97年憲法」が求めた中でも、以後の地方分権化 との関連で重要な法律が、1999

年11月 に制定されている。それが 「1999年地方分権計画及び手順規定法」(以下、「1999年地

方分権推進法」と略)である。 「1999年地方分権推進法」は具体的かつ詳細な地方分権化の手
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表297年 憲法発布後の地方自治体関連法案の策定及び改正一覧表

法 律 名 公 布

「1953年 テ ー サ バ ー ン法(1999年 改 正 第10版)」 1953年2月13日(第10版 改 正 は1999年)

「1994年タムボン評議会及 びタムボ ン自治体法

(1999年 改正第3版)」
1994年11A26日(第3版 改 正 は1999年)

「1997年県 自治体法」 1997年10,月12日

「1999年衛生 区をテーサバー ンに格上げす る法律」 1999年2.月13日

「1999年地方 自治体条例提案署名 に関す る法律」 1999年10A10日

「1999年 地方議 員 または 自治 体執行委員 を免職 させ

るための投票 に関す る法律 」
1999年10A15日

「1999年地方分権計画及び手順規定法」 1999年11月11日

「1999年地方 自治体人事行政法」 1999年11.月18日

「1999年バ ッタヤー特別市行政組織法」 1999年11A19日

【出 典 】[永 井2001:49]

順及び計画策定を求めていたが、その責任 を 「地方分権委員会」に担わせていた13。加えて

「1999年地方分権推進法」は、2001年 度予算(2000年10 ,月～2001年9月)に ついては全政府

予算の少なくとも20%を 、2006年 度予算(2005年10月 ～2006年9月)ま でには少なくとも35

%を 、それぞれ地方 自治体から支出するよう数値 を明記 していた。こうして、タイの地方分権

は法律の中に制度的に取 り込まれ、現在中央政府から地方 自治体への権限と業務、財源、公務

員の移譲が進められている。「地方分権委員会」は2000年8月 には実施計画案(大 綱)を 発表

し、地方での公聴会を開いて修正を経たのち、10月 初めには閣議での承認 を受けて議会に報

告 された。 さらに2001年11Aに は 「地方分権実施計画」(ActionPlan)が 閣議で承認 され

た14。地方分権委員会は毎年最低1度 、内閣に対して分権化の進行に関して報告することが義

務付けられており、5年 ごとに地方分権化の進行をチェックすることになっている。このよう

にタイの地方分権化は、 「97年憲法」 と 「1999年地方分権推進法」を足がか りに、「地方分権

委員会」を主たる推進機関として取 り組みがなされているのである。

(3)地 方 自治体 の再編

それではいったい、「97年憲法」施行以降、分権の受け皿 となる地方 自治体はどのよ うに再

編 されたのだろうか。その主な内容は次の2点 に集約できるように思われる15。

13地 方分権委員会 の小 委員会 の構成、活動 、 自治体代表者 ・有識者委員 の名簿 につ いては、[永井2003

a:287-290]を 参照。

14地 方分権計画策定 については、[永井2003a]を 参照の こと。

15タ イ にお ける地方 自治 体の詳細については、[永井2001]の ほか、[橋本1999a;1999b]も 参照 のこ

と。
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第一は、都市 自治体の再編 ・強化策である。タイでは、一定の人口規模や人 口密度を満たし、

経済的繁栄度の高い都市地域を 「テーサバーン」と呼ばれる法人格をもつ組織 として設置 し、

立憲革命直後か ら自治権を与えてきた16。「テーサバーン」は独 自の議会 と執行部をもち、議

員選出は住民が直接選挙を行ない、市長や町長は議会議員が互選で選ぶことができる。住民登

録業務や初等教育、基礎的保健 ・公衆衛生をはじめ、各種公共事業を行なうなど、 自治体 と呼

ぶのにふ さわ しい組識である。 しかしテーサバーンは、設立当初(1935年)か ら半世紀後の

1998年 までの問に、わずか33ヵ 所から149ヵ 所に増えただけであった。 ところが1999年5月

になると、それまで主として清掃事業を中心に担ってきた衛生区17がテーサバーン ・タムボン

(町)に 格上げされ、その結果現在では1,129ヵ 所の都市自治体(テ ーサバーン)が 存在 して

いる。さらに、従来までテーサバーン(市 ・町)首 長はテーサバーン議会の互選によるものだっ

たのが、住民による直接投票で首長選 出が可能 とな り、2000年9月 にはタイ史上初めて、住

民直接投票による市長が誕生 した(バ トゥムターニー県クーコッ ト市)。 テーサバーン ・タム

ボン(町)で も2007年 以降、首長の直接選挙が可能となった([コ ー ウィッ ト2001:242])。 但

し、このような再編の結果として、都市自治体間の格差(と りわけ歳入格差)が 広がったこと

も事実で、豊かなテーサバーンと貧 しいテーサバーンの問で補助金獲得をめぐる確執 も広がっ

ている。

第二に、県自治体の組織構造が変更を加えられ、「広域 自治体」 として再出発 した。既述の

ように県 自治体は、テーサバーン及び(旧)衛 生区など都市域外の農村地区を包含する自治体

として、1955年 に設置された。県自治体には 厂県議会」が設置され、独 自に県自治体条例を

制定する権限も与えられていたが、県 自治体の首長は内務官僚である県知事が兼務し、徴税や

開発事業も県自治体職員だけでは賄えず、県庁や郡役所の中央出先官僚の助けを借 りなが ら処

理 していた。県自治体の郡事務長も、内務省地方行政局から直接派遣される郡長が兼任 してい

16「1953年 テーサバー ン法」には 「特別市」(テ ーサバー ン ・ナ コー ン)、 「市」(テ ーサバーン ・ムアン)、

「町」(テ ーサバー ン ・タムボ ン)の3つ に分類 され ている。特別市 ほ ど設 置基準が厳 しくな るが、議会

議員数 も多 く、権 限 も大き くなる。

17「 スカ ー ビバー ン」(衛 生区)は 、 タイ国 において最初に設置 された準 自治体で ある。 ラーマ5世 王 が

第1回 訪欧 か ら帰国 した1897年 にバ ン コクに実験 的に設置 し、そ の後1906年 にサム ッ トサーコー ン県

ムアン郡 にも設置 した。主 に都市部 にお ける清掃事業 に従事 させ た もので、カムナ ン、村長や域 内の商

人 を衛 生 区委員 に任命 し、住民か ら徴収 した家屋税 を財源 として運営 された準 自治体で ある。都市部 は

周期的 に コレラなどの伝染病 に襲 われ多数 の病死者 を出 していたので、衛生維持 ・清掃事業 は重要 な業

務 であった と考 え られ る。 翌1907年 、 「衛生 区運営 に関す る法 」が発布 された([チ ュー ウォン1996:

164-6])。 ラーマ6世 王(在 位:1910年 ～1925年)は 衛生区を 「民主主義の学校 」 と位置づ けていたが、

都 市部 に は中国系住民が多 く、辛亥革命 のタイ ・ナシ ョナ リズムへの波及 を危惧 した6世 王 は、 さらな

る民主化 には乗 り気で なか った といわれ る。衛 生区は1935年 まで35ヵ 所 を数 えたが、1935年 にすべ て

テーサバー ンに格上げされたため、一旦姿を消 した。 しかし、1952年 にピブーン首相が再び衛生 区をテー

サバー ン以外 の都市部 に設置 し、数 も1980年 代 に増えた。1985年 には法律が改正 され 、衛生区 の公選

議員 の数 も増加 していた(4名 か ら9・名へ)。1999年5,月 、 「衛 生区をテーサバーンに格 上げす る法律 」

によって廃止 された。
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た。 しかし、1994年 にタムボン自治体の設置が決ま り、翌1995年 から1997年 にかけて県自治

体の収入源がタムボン自治体に断続的に移譲 された結果、ただでさえ不足 しがちであった県自

治体の歳入がますます減少することとなり、その存続 自体危ぶまれていた。 ところが、 「97年

憲法」第285条 が常勤官吏の地方首長兼務を禁止したため、県 自治体長は県 自治体議員の互選

で選ばれるようになった(こ れにともない、「県議会」も 「県自治体議会」に名称を改めた)。

さらに 「1999年地方分権推進法」第17条 は県 自治体に対 し、広域 自治体としての機能を想定

した権限義務 を記載 していた。典型的には、「県開発計画」の調整、地方開発における他の自

治体支援、他の自治体の義務遂行にあたっての調整 と協力提供である。このような権限 ・義務

はテーサバーン、タムボン自治体、及びバ ッタヤー市の権限義務について記載 した同法第16

条には認められない独自の措置である。県自治体の管轄地域もテーサバーンやタムボン自治体

を含む全県区域 と重なることになり、県自治体は新たな出発を迎えることになったのである。

以上を要約すれば、「97年憲法」制定以降の地方 自治制度改革は、広域 自治体(県 自治体)

と基礎 自治体(「 テーサバーン」と 「タムボン自治体」)か らなる 「二層制」を志向していると

い うことであろう18。「97年憲法」第284条 は、自治体問の関係 を明確にす るよう求めてお り、

「2000年地方分権計画大綱」と 「2001年地方分権実施計画」はこの趣旨を実現する内容のもの

になっている。たとえば、道路整備に関しては、一つの自治体内部の道路整備はテーサバーン

とタムボン自治体が行 うとされたが、複数の 自治体にまたがる場合は県自治体の責任範囲に入

るとい う具合である。

地方分権改革は、各種 自治体の組織構造の再編だけに留まらない。中央政府から自治体に権

限 ・義務が移譲 され るのと同時に、カネや ヒトも移譲 される必要がある。たとえば 「1999年

地方分権推進法」第30条(2)は 、2001年 度予算で全政府歳出に占める自治体歳出予算を少なく

18但 し、 タイの 自治体 関係法 の中では、広域 自治体、基礎 自治体、二層制 とい う言葉 は特 に使 われ てい

ない。 タイの地方 自治制度 改革においては、 中央政府 関係者 は 「地方 自治体 は権 限を移譲 され る準備 が

で きていない」 とい う 「受け皿論」 を しば しば 口にす る。 中には、 「県 自治体 は予算 も人 もない か ら廃

止せ よ」 とい う極論 を述 べ るもの も珍 しくない。他方 、 自治体関係者 の 口か らは、 「中央政府 はさ らに

権 限、予 算、 ヒ トを 自治体に移譲すべきであ る」、「県 自治体 、テーサバ ーン、タムボン 自治体 の権 限 ・

義務が重複 しているので問題 で ある」 とい う議論 が しば しば聞かれ る。 興味深 いのは、二層制 をめ ぐる

議論や 自治体間協 力(及 び、究極的手轂 として の合併)を め ぐる議論 が少ない点である。一層制 と二層

制 の どち らがタイの現実に適 してい るかは、 タイ の地方 自治 制度全 体の設計構想 と密接 に関係 している

と思 われ るが、分権化 に熱 心な学者で さえこの点 についてあま り明確 に触れ ない。 この点に立ち入 る こ

とで 自治 体問の確 執が発生す るのを恐れてい るか らかも しれ ない。彼 らの主張は、まず は中央政府 か ら

自治体 への権 限、財源 、 ヒ トの移譲 を既 存の枠組 みの中で進め るこ とで あ り、 「地方分権計画」 もその

線 で執筆 されている。 タイの地方 自治制度全体 の調整 は、全 体の移譲 計画が終わったあ との課題 と考え

て いるのか もしれない。なお、筆者 はこ うした 印象 を、国際協力事業団 とタイ政府 内務省 地方行 政局が

行 った 「タイ地方行政能力向上 に関す る 日タイ 共同研 究会」(2000年8月 ～2002年8月)で の議論 に参

加す る中で得た。 共同研究会で は、① 「自治体級分類 の必要性 」、② 「自治体 間協 力の推進」、③ 「自治

体合併 の可能性」、④ 「自治体 間、及 び地方 自治 ライン と地方行政 ライ ンの間 の開発計画 の調整 」、の4

つ を取 り上げてい るが、特に③ のテーマ につい てはタイでは研 究蓄積 が もっ とも薄い分野 である。 二層

制 の問題 や調整 をめ ぐる議論 については、[持田2001:144-159]も 参照の こと。
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とも20%、2006年 度予算で少なくとも35%に 引き上げるよう求めている。実際、1999年 度予

算までは10%に まで達 していなかったのが、2001年 度予算で21%、2002年 度予算で22%に ま

で急速に上昇 している。このような予算を伴 う権限の分権は、内務省地方行政局だけに留まら

ず他の省局を巻き込む過程である。再び道路整備を取 り上げるならば、道路整備は自治体が独

自予算や内務省地方行政局の補助金で行っていた以外に、内務省土木局、内務省急速農村開発

事務所、交通通信省国道局が行ってきたが、これらの業務が地方 自治体に移譲 されるため、内

務省所属の前者2局 は2002年10月 以降統廃合 され ることになった。

このように、地方分権化はその性格上、多くのライン省庁局を横断的に巻き込むダイナ ミッ

クな政治過程にならざるを得ない。では、このような分権化は、いかにして可能 となったので

あろうか。節を改めて検討してみよう。

4.な ぜ地方分権 は 「成功」 したのか 地方分権 委員会 と委員会政治19

前節で検討を加えたように、地方分権を促進する装置を埋め込んだ 「97年憲法」草案が国

会で承認 された結果、地方自治体関連法の改正や地方分権委員会の設置が決まった。そして、

憲法の公布 ・施行か ら約2年 の間に、地方自治体の再編 ・整備が行われた。 しかし、この再編

整備作業は地方 自治体内部の組織構造や、地方自治体とそれを管理監督す る内務省 との関係に

限定されていた。それゆえ、他のライン省庁は、概 して無関心であった。

しか しながら、1999年11,月 に 「1999年地方分権推進法」が制定され、それに基づいて設置

された地方分権委員会が地方分権計画の策定に着手 し始めると、事態は一変 した。2001年11

月に最終的に閣議で承認された 「地方分権実施計画」に従えば、地方分権の対象となる局は50

に及び、その対象となる業務は245に 及ぶ。中央政府は原則として4年 以内に、権限を地方自

治体に移譲することを求められている。

では、地方分権委員会はどのようにこれを策定 したのであろうか。また、なぜ地方分権計画

を曲が りなりにも策定 し、実施までこぎ着けたのであろうか。最初に、地方分権委員会の制度

的基盤 を検討 し、続いて地方分権委員会の中の勢力配置と政治プロセスについて分析し、最後

に分権化推進連合の形成に着 目したい。

19本 節 の 記 述 は[永 井2003a]の 第 二 節 に依 拠 しっ っ 、 そ の 後 の研 究 成 果 を反 映 させ て い る。 な お 、 新

た に書 き加 えた 記 述 部分 に 関 して は、 日本 財 団AsianPublicIntellectuals(API)SeniorFellowship

と して タ マ サ ー ト大 学 ラ ム パ ー ンセ ン ター に滞 在 した 期 間(2002年8月 ～2002年11A)に 収 集 した 資

料 に大 き く拠 っ て い る。APIプ ログ ラ ム 関係 者 、 並 び に タ マ サ ー ト大 学 ラム パ ー ンセ ン タ ー の 関係 者 、

特 に サ ー イ テ ィ ッ プ ・ス カ テ ィ パ ン 副 学 長 、 ナ カ リ ン ・メ ー ク ト ラ イ ラ ッ ト政 治 学 部 準 教 授

(MPEプ ロ グ ラ ム及 びEPAプ ログ ラ ム所 長)に 対 し、記 して感 謝 した い。
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(1)地 方分権委員会の法的根 拠

地方分権委員会の設置根拠法は、「1999年地方分権推進法」第6条 である。同法第15条 は、

地方分権委員会を首相府事務次官事務所内に設置すると規定 している。 日本における地方分権

推進においても問題になったように、タイにおいても地方分権担当事務局をどこに設置するか

は焦点となった。実際、当時の内務事務次官は 「首相府ではなく内務省こそが新 しい監督機 関

を見るべきである。なぜなら、われわれの仕事のほ うがより[地方分権に]関係 しているからで

ある」と発言 したと伝えられたが、最終的には首相府内に設置 された20。

さらに、同法第12条 は、地方分権委員会の権限と義務を詳細に規定 している(表3参 照)。

内容は多岐に渡るが、中でももっとも重要な権限が、 「地方分権計画 と実施計画」の策定であ

る。地方分権計画(大 綱)は 、厂1999年地方分権推進法」施:行から1年 後の2000年10,月 に閣

議に提出されて承認を受け、11月 初めに国会に送付 されたが、 これも同法第33条 に基づくも

のである。 「1999年地方分権推進法」案を実質的に一人で書き上げたソムキッ トによれば、計

画を法律の中に落:とし込む方法は、1982年 フランス ・ミッテラン政権下で成立した地方分権

法をモデルにしたものであるとい う21。

さらにこの委員会は、厂97年憲法」第284条 の文言で言 うところの、「関係政府機関の代表、

地方 自治体の代表、及び法律の規定に基づ く資格をもった有識者の各々同数からなる委員会」

に相当す るものである。すなわち、地方分権委員会の設置は、「97年憲法」を起草する段階で

すでに予定されていた22。地方分権委員会が他の委員会に比べて強力なのは、ここに理由があ

る。一つには、この委員会は 「1999年地方分権推進法」に直i接基づき 「97年憲法」で設置が

予定 されていた常設委員会であり、もう一つには、この委員会専従の事務局が首相府に設置 さ

れて委員会事務をサポー トする体制が整った。 この点で、「1991年国家行政組織法」が規定 し

ている内閣の意思で自由に設置や廃止ができる委員会 とは、位置付けが異なるのである。

(2)地 方分権 委員会の組織構造 と政策 ネ ッ トワー ク

地方分権委員会の組織構造を特徴づけているのは、その委員構成である。表4に 掲げるよう

に地方分権委員会は、委員長1名(首 相または副首相)、 中央政府関係者11名 、地方 自治体代

表者12名 、そ して有識者12名 、合計36名 からなる。(表5は 最初の有識者名簿である。)

ここで注 目すべきは、有識者委員に含まれている学者たちの果たした役割である(表5参 照)。

タマサー ト大学やチュラーロンコーン大学は国立大学であり、彼 らは大学庁所属の現役国家官

僚と呼ぶことができるが、例外規定により現役国立大学教員も有識者委員に加わることができ

た。 ソムキッ トは、現役国立大学教員 も有識者委員になれるよう、この例外規定を設けたと説

20TheNation,April24,1998.

212002年3,月14日 、 ソム キ ッ トへ の筆 者 に よ る イ ン タ ビュー 。

222002年3,月8日 、 ソム キ ッ トへ の筆 者 に よ る イ ン タ ビュー
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表3「1999年 地方分権化計画及び手順規定法」第12条 に記載 され た、地方分権委 員会の権限及び義務

権限及び義務内容

1 内閣の承認 をえて国会 に報告す るための、地方分権化計画 と実施計画 の策定

2 国 と地方 自治体の間、及 び地方 自治体 問で、権 限義務 に沿 った公衆行政 システム編成 を規定す る

3
国と地方 自治 体の間、及 び地方 自治体 間で、税率及び歳入 を改定す る。 この場合、国 と地方 自治

体、及 び地方 自治体 間の負担 につ いて特 に留意す る。

4 中央行政及び地方行政から地方自治体への業務の委譲原則と手順を規定する

5

中央行政 が地方 自治体 に委譲す る権限 ・義務規定 、税配分、補助金、予算、な らびに第2項 、第

3項 、及 び第5項 にも とつ く業務 の委譲 と一致 させ るた めに、政府、国営企業、地方 自治体 と地

方職員委員会 の間で、官僚 、地方 自治体官僚、及び国営企業職員の委譲を調整す る。

6

法律 の規 定にも とづ き必要 とされ てい る同意又 は承認 を地方 自治体に対 し分権化す るよ う内閣 に

対 して助言す る。 この場合、住民サー ビス にお ける利便、及び監督管理 を法律に もとついて行な

われ るよ う特 に留意す るものとす る。

7
地方 自治体 の金融 、財政 、税、予算、及び地方 自治体の金融 ・財政規律維持の方策について提言

す る。

8
地方分権計画 にも とついて実施す るの に必要な法律、法令、省令、布告、規程、規約、及び命令

の制定 を内閣に対 して提言す る。

9
地方分権計画 にもとついて実施す るの に必要な法律、法令、省令、布告、規程、規約、及び命令

の制定 を催促す る。

10 中央行政 の責務 を委譲す ることによ り、地方 自治体に配分予算を増額す る際に内閣に提 言す る。

11 地方 自治体へ の補助金配分の原則 を必要に応 じて審議す る。

12 地方における住民による審査及び参加の提言及び整備

13
政府 また は国営企業が地方分権計画に従って実施 しない ことが明 らかになった場合、指示を下す

ことを検討す るよ う首相 に対 して意見 を提案す る。

14 地方分権 に関 して1年 に少 な くとも1度 、内閣に対 して報告す る。

15 本法律の規定にもとづき布告の発布

16 本法律及び他の法律の規程にもとつくその他の活動

【出典 】[永井2001]

明している23。では、彼 らはどのよ うな役割を果たしたのか。

地方分権委員会には4つ の小委員会が設け られた(同 法第13条)。 第1小 委員会は、 「地方

分権計画」の策定にあた り、委員長にはアピシット・ウェー トチャーチーワ首相府大臣(同 委

員会顧問)が 就任 した。第2小 委員会は財政、金融、予算、ヒトに関する項 目を討議 し、第3

小委員会は法律改正、そして第4小 委員会は分権化の査定及び評価を行 うよう業務を振 り分け

られた。 「1999年地方分権推進法」に基づき、2000年1月13日 に有識者委員 と地方 自治体代

表委員がそれぞれ12名 ずつ選ばれた。そして2,月2日 、地方分権委員会最初の会議が開かれ

232002年3月8日 、 ソ ム キ ッ トへ の 筆 者 に よ るイ ン タ ビ ュー 。

144



第6章 タイ の地方分権(永 井)

表4「 地方分権委員会」の構成

3者 構 成 注

政
府
委
員

委員長 首相または首相が委任した副首相

政府関係

機関

11名:内 務大 臣、大蔵 大臣、 内務事務 次官 、大蔵事務 次

官、教育事務次官、保健 事務 次官、法制委員会秘書、文民

公 務員人事委員会事務 所秘書、国家経済社会開発委員会事

務 所秘書、予算事務所長、統治局長

地方自治体委員

12名:県 自治 体執行委員2名 、テー サバ ーン執行委員3

名 、タンポン自治体執行委員5名 、バンコク都執行者 ・バ ッ

タヤー市執行者またはその他法律の規定 にもとついて設置

された地方 自治体執行者合計2名 。

内務大臣が定める原則と

方法に従って地方自治体

執行者が互選で選ぶ

有識者委員

12名:国 家行政 、地方 開発、 経済学 、政 治学ま たは行政

学 にお ける地方 自治、及び法律面 にお いて専 門的知識 を備

えた者

内務 大臣が定め る原則 と

方法に基づいて任 じる

出所:「1999年 地方分権計画及び手続 き規定法」及び 「地方分権委員会 自治体代表委員及び有識者委員選

出原則及び規則 を定 める布告」(1999年12,月22日)に 基づ き、筆者作成。

注1:上 記布 告によれば、テーサバー ン執行委員3名 は特別 市、市、町か らそれ ぞれ1人 ずつ代表が選出

され る。 なお、特別 市 と県 自治体 を除 き、市 、町、タムボン 自治体の代表 は、予め県知 事が主催す

る県 レベル会議 で県代表 を決 めてお き、地方行政 局長 の主催す る全 国選抜会議 に送 り出す。

注2:同 上の布告 によれ ば、有識者委員 の選抜 は 「有識者選抜委員会 」が行い(17条)、 首相 の承認 を経

て(18条)任 命す る とされ てい る。 「有識者選抜 委員会」 の構成 は、首相府 事務次官(委 員長)、

大蔵 事務次官、内務 事務次官、大学庁事務 次官 、法制委員 会事務 局長 、文民人 事委員 会事務局長、

国家 経済社 会開発庁長官、 内務省地方行政 局であ り、他に首相府 事務次官が委任 す る次官補が委員

及 び幹事を務 め、地方分権委員会事務所長 が幹 事補佐 を務 める となっている(16条)。

表5地 方分権委員会有識者委員リスト

氏 名 役 職

1. コー ウ ィ ッ ト ・ポ ー サ ヤ ー ノ ン 大蔵省国内物品消費税局元局長

2. チ ャ ラ ッ ト ・ス ワ ンマ ー ラー チ ュラー ロンコー ン大学政治学部準教授

3. チ ャ ー ン ・カ ー ン チ ャナ ー カパ ン 元内務事務次官補

4. トン トー ン ・チ ャ ン トラ ー ン ス チュラー ロンコー ン大学法学部準教授

5. ナ リ ッ ト ・チ ャイ ス ー ト タマ サー ト大学学長

6. パ イ ロー ト ・ス チ ン ダ ー 国家経済社会開発委員会事務所元副秘書

7. モ ー ム ラ ー チ ャ ウォ ン ・ウテ ィ ロ ー ト ・テ ー ワ ク ン

8. ソム キ ッ ト ・ラ ー トパ イ トゥー ン タマサー ト大学法学部準教授

9. ソム チ ャイ ・リー チ ュ パ ン 大蔵省財政政策事務所元所長

10. ソム チ ャー イ ・カ ル ス ワ ン ソム バ ッ ト 国家経済社会開発委員会事務所元副秘書

11. ア ネ ー ク ・シ ッテ ィプ ラサ ー ト 元内務事務次官補

12. ア ネ ー ク ・ラオ タ ンマ タ ッ ト タマサー ト大学政治学部準教授

【出典 】地方分権委員会地方 自治体代 表委員に関す る首相府布告(2000年1A13日 付 け)、及び 文民公務

委 員会事務所 「地方分権化 に よるよい統治 の推進 ニュース レター 第3号 」、2000年 、 な どを参

考 に筆者作成。
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た。ここで、3名 の顧問の任命、上記4小 委員会の設置、及び地方分権計画を1年 以内に策定

することが承認 された24。当時、タマサー ト大学政治学部長で地方分権委員会委員でもあった

アネーク ・ラオタンマタット(現 民主党議員)は 、次のように述べている。 「2000年2月 初め

て地方分権委員会が開かれた とき、地方分権戦略計画小委員会の計画策定を待って、他の3小

委員会は動こうということになった。そこで、[地方分権戦略計画小委員会において]地 方分

権計画案 を誰が起草すべきか議論になったとき、政府委員からも地方 自治体代表者からも、中

立的な学者に任せるべきだとい うことにな り、その仕事が私のところに回ってきた。(中略)こ

のことは、まったく事前に予想していなかったことである…」25。

(3)地 方 分権計画案の策定 と学者ネ ッ トワー ク

こうして、具体的な分権計画策定の仕事がアネークに委ね られることとなった。 しかし、

2000年4,月 以降、地方分権計画策定に関わり始めたアネークは、その仕事が 「国家の再構築」

(restructuringstate)で あ り、中央 ・地方関係の再編を伴 うきわめて難 しい仕事であること

を悟ったとい う。 しかし、地方分権計画は第一回地方分権委員会開催か ら1年 以内に閣議に提

出して承認を得る必要があった。

そこでアネークは、具体的な分権計画執筆業務をタマサー ト大学社会福祉学部のウッティサー

ン ・タンチャイ助教授(現 、地方分権委員会委員)に 委ね、 自らは他の省庁関係者との交渉に

あたった26。アネークによれば、ウッティサーンは3ヵ 月近く必死の思いで分権計画案 を書き

上げたという。 さらに彼は、内務省地方行政局のアヌチャー ・フンサワッディクンと国家経済

社会開発委員会事務所(NESDB)の クリットサムパン ・メーナスー トの働きも重要であった

と述べている。「もしウッティサーン先生のみに依存 していたら、計画は法律面 と経験面、及

び実行面を欠いたものになっていただろう。もしクリッ トサムパン氏を欠いていたら、法律面

と政府の計画執筆概要を欠いていただろう。言 うなれば、三人による調整であり、私は方向を

見失わないように確認を行った。 しかし私は3人 に対 して特別に敬意を払わなくてはならない。

とい うのも、3ヵ,月 以上も続けて夜更け夜半まで働いたおかげで、最終的に分権計画が出来上

がったか らである」([アネーク2000b:25])。 第1小 委員会が4つ の委員会の中でもっとも活

動的だったことは、複数の関係者が証言していることから判断して、ほぼ間違いないものとみ

てよいだろう27。

24実 際には小委員会 は5つ 設置 され てお り、5っ 目の小委員会 は 「国家警察事務所消 防司令部 の業務 を

バ ンコク都 の責任下に移譲 させ ることを検討 す る特別委 員会 」であ る。

252002年3月8日 、大 阪市 立大学法学部 で開かれた 「タイの地方分権化 と民主化」公 開シ ンポジ ウム

におけるアネー クの発言。

26ウ ッテ ィサーンに地方分権計画大綱執筆を推薦 したのは ソムキ ッ トである。 ソムキ ッ トとウッテ ィサー

ンは、タマサー ト大学民主主義セ ンター(所 長 、 ノー ラニ ッ ト ・セー タブ ッ ト政治学部準教授)の も と

で一緒 に仕事 をしていた。2002年3A14日 、 ソムキッ トへ の筆者 によるイ ンタビュー。

272000年9月18日 、カオヤイ で開かれた文民公務員 人事委員会事務所 主催 セ ミナー におけ るソムキ ッ

トの発言。
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関係者の話から判断す ると、地方分権計画案が出来上がったのは7月 末～8月 初めにかけて

のようである。2000年7 ,月末アネークはセミナーの席上、厂地方分権計画」は大きく分けて2

つの部分からなり、前半は原則に関する部分、後半は詳細な行動計画であると述べている。 し

かし彼は、年末から年始にかけて任期満了に伴 う総選挙が予定されているので、8月 に全国で

実施す る地方分権計画に関するヒアリングでは、計画のうち前半の原則に関するものだけを草

案 として提出するだろ うと発言していた28。具体的な実施計画案まで閣議に持ち込めば、教育

省 と公衆衛生省の反対が予想 されたか らである([ア ネーク2000b:27])。 次の内閣が実施計

画案を果たして承認するかどうか不確定な部分も残ったが、次の内閣や大臣に誰がなろ うとも、

地方分権化の雰囲気は高いので承認 されるであろうとアネークは読んでいたようである。こう

して、8,月末にアピシット委員会で計画案の承認を得たあと、続 く3週 間に全国4～5ヵ 所で

ヒア リングを開催 した([ア ネーク2000b:25-27])。8月31日 には首相官邸で中央政府代表

の意見を聴取、9A22日 に地方分権委員会全体会を開催 して委員会 として案 を承認 したので

ある。2000年10A2日 に 「地方分権計画」(大 綱)は 閣議の承認を受け、10月18日 と20日 に

それぞれ下院及び上院に報告 された。

以上のように、地方分権委員会 とい う制度的な枠組みのもとに張 られた学者グループによる

政策ネ ットワークが、地方分権計画策定にあたって、きわめて重要な役割を果た したことが看

取できるであろう。それは、主 としてタマサー ト大学の学者たちを中心 とするグループであっ

た29。

(4)官 僚 機構 の対応

たしかに、地方分権化に熱心な学者グループが存在 したことは、地方分権を進めるうえで重

要な足がかりになったことは認めざるをえない。分権計画案策定の仕事が思いがけず有識者委

282000年7A30日 ・31日、Roya1PrincessHotel(バ ンコク)で 開催 した大阪市立大学 日本 ・アジア

研究 フェ ロー シ ップに よる 日タイ共 同セ ミナー 「タイ 国の民主化 と地方分権化 」(研 究代表者:永 井 史

男)に お けるアネークの発言。及び 、[アネー ク2000b:23-24】 参 照。

29タ マサ ー ト大学地方 自治研 究開発 センター委員会委員名 簿には、5名 の顧問、1名 の委員長 、2名 の

副委員長 、15名 の委員、1名 の委員兼幹事、1名 の幹事補 が名前 を連ねてい る。 アネー ク、 ソムキ ッ ト、

チャラ ッ ト、 ウッテ ィサー ンはいずれ も本委員会 の委員 を務 めている。 また、ノーラニ ッ ト準教授(政

治学 部)の 定年退職 を記念 した論集([ナ カ リン他2001])に は、 ソムキ ッ ト(法 学部準教授)、 ウ ッ

ティサー ン(社 会福祉 学部助教授)、 サ コー ン ・ワ ランユー ワッタナー(経 済学部準教授。第2小 委員

会所 属)、 そ して興味深い こ とに リキ ッ ト ・テ ィー ラ ウェーキ ン(政 治 学部 元教授)が 論考 を寄せ てい

る。注11で 触 れたよ うに、 リキッ トは政治改革委員会 で地方分権 を主張 した委員の一人である。

ソムキ ッ トによれ ば、「1997年憲法 」の地方 自治 に関す る条 項は、必ず しも周到 な準備 の上 に書 かれ た

ものではな く、試行錯誤 と他の憲法起草委員 との議論 の過程 で出来あがった ものだ とい う。 た とえば第

282条 にお ける三者 委員会はケーオサー ン ・アーテ ィポー(当 時タマサー ト大学法学部教授、現上院議

員)、 第286条 にお ける解散 請求はパイ ロー ト ・ボムペ ッ ト(国 民 自由権協会事務局長)、 第288条 にお

ける 自治 体人事行政は ノー ラニ ッ ト ・セー タブ ッ ト(当 時タマサー ト大学学長)か らのアイデ アに基 づ

くものだ とい う(2003年2A11日 、 ソムキッ トへ の筆者 によるイ ンタビュー)。
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員を中心 とする小規模な作業グループに委ね られたことや、アネークがあらかじめ教育省 と公

衆衛生省の抵抗を予想 して一般的な原則を記述するだけに留めるとい う工夫を行ったことも見

逃せない。 しかし、こうした学者グループが存在 したとはいえ、官僚機構の(暗 黙の)抵 抗に

対抗することは容易ではない。 しかし、ここでまず確認 しておきたいことは、官僚グループも

決 して一枚岩を誇っていたわけではなかった点である。

最初に、内務省の対応を検討 してみよう。第3節 でも触れたように、これまで地方分権の批

判の矢面に立たされていたのは、主 として内務省であった。地方に対する内務省の権限は絶大

である。中央政府から派遣 されるすべての県知事ポス トは内務省が独 占している。 とりわけ内

務省の中でも地方行政局が要であり、郡長はすべて内務省地方行政局が独 占的に任命 し、地方

自治体への補助金もつい数年前までは内務省地方行政局が独占的に管轄していた。 自治体職員

人事も実質的に内務省地方行政局が決定 し、自治体の予算承認権や地方議会の解散権、地方議

員の罷免権 も内務省が管轄 している。それゆえ、他の省庁か らの批判ややっかみも、当然のこ

となが ら内務省に集中していた。

ところが他方で、このように一見絶大な権限を享受する県知事や郡長が、実際には調整能力

をほとんどもたず、法律や制度、縦割 り行政の中で身動きがとれなくなっていると指摘する声

も根強い。たとえば、現タクシン政権が 「CEO型 」(ChiefExecutiveOfficer)県 知事のコン

セプ トを2001年8月 初めバ ッタヤーの会議で提唱 し、その考え方に対 して賛成する研究者が

多いことも、県知事や郡長に実際的な調整権限が与えられてお らず問題が大きくなっているこ

とを認めているからであろ う。たとえば、地方財政の専門家サコーン(タ マサー ト大学経済学

部準教授)も 、県知事が県開発委員会の委員長をつ とめ、そのもとに予算局の県レベル支部 と

NESDBの 各支部を設置することができれば、県レベルでの開発計画の策定と予算の効率的配

分が実現可能になると述べ、県知事の権限強化に賛成している30。サコーンは地方分権第二小

委員会の作業グループに所属し財政分権に熱心なことで知 られる学者だが、彼以外にも地方分

権化を主張する研究者で県知事の権限強化に賛意を示すものは、決 して少なくない。

内務省 は遅 くとも 「97年憲法」発布以来、県知事が郡長の権限が将来にわたって維持でき

ないことを前提にして、組織の生き残 り戦略を図ってきたように思われる。実際、遠 くない将

来に県知事公選制が導入されるかもしれないと指摘する声は、内務省地方行政局の官僚自身か

らでさえしばしば耳にする。将来は、県知事や郡長は儀式だけを行 う地方 自治体の 「兄貴分」

302002年2A18日 、筆 者 に よ るイ ン タ ビ ュー 調 査 。
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になるだろうとい う声は、現役の郡長や副郡長からさえしばしば耳にする31。

ある地方行政局官僚はかつて次のように筆者に語ったことがある。 「他の官庁は地方分権化

が何を意味するのかまるでわかっていない。彼 らは内務省が権限を失 うことをみて内心笑って

いるが、実は本当に権限を失 うのは彼 らなのである。 ようや く彼 らはそれに気付き始めたよう

だが、もう遅い」。 この発言は、地方分権 とい うタイにおける初の政治現象が実際に何を意味

するのか、内務省以外の省庁にはまだ十分理解 されていなかったことを示唆するもののように

思われる。とい うのは、誰が権限を失い利益 を得るのか、ゲームが始まる前に十分予想をつけ

ることは難 しい。なぜなら、このゲームはまだ行われたことはなく、明示的な被害者は内務省

ただ1人 だと思われたからである。 しかし、地方分権が進むにつれ、他の省庁局も潜在的な被

害者であることに次第に気付き始めたのである。そして内務省は地方分権化に反対するどころ

か応答し、内務省は潜在的利得者 として立ち現れるようになった。その理由は、内務省が地方

自治体に対 して 厂管理監督」(kamkapduulee)と い う法律的根拠をもつからに他ならない。

次に、地方分権委員会で発言権のある調整官庁の対応を見てみよう。官僚機構の中では、首

相府に所属するNESDBや 文民公務員人事委員会事務所(OCSC)が 地方分権に前向きである。

両者はいずれも、世界銀行や国連開発計画(UNDP)な どの国際機関から技術協力を受けな

が ら、内務省などとも協力 しつつ実験プロジェク トを実施 した32。NESDBは 開発計画の効率

的実施や透明性の確保、「良い統治」実施のためには地方分権化が不可欠であるとしてお り、

31「97年 憲 法」 が成立 して以降チ ュア ン政権(1997年12.月 ～2001年1月)が 続 いていた間、内務 省 は

地方 自治体 関連法 の制 定 ・改正作業 に少 な くとも表面的 には協力 してお り、地方分権化に もっ とも熱心

ではないか と思わせ るほどであった。実際、2000年 に実現 したテーサバー ン首長直接公選制は、地方分

権化 を要求す る一部 の学者 が長年求 めてきたものであ った し、県 自治体長を県議会議員の互選にす ると

い うのも、1992年 ～1994年 にかけて県 知事公選制 が大 きな問題 になった とき内務省 が自 ら提案 した も

のだ った。 「97年憲法」 の公布 ・施行 とい うき っかけがあったにせ よ、いずれ もこれ を実施 してい る。

内務省の 関係者 の中には公然 と、10年 後 には県知事公選制 が導入 されてい るかも しれ ない と発言す るも

の も少 な くな く、内務省 における意識 の変化 を うかがわせ るものがあ る。 しか し、 こ うした発言の背後

には、た とえ地方 自治体の権限やカネ 、 ヒ トが増 え、 内務省の規模縮小を余儀 なくされた として も、 内

務省固有 の事務 は無 くな らないで あろ うと彼 らが考 えてい る節があ る。 その最大の根拠 は、1991年 国家

行政組織法や数 多 くの地方 自治体関連 法に記載 されてい る、地方 自治体に対す る県知事や郡長の管理監

督権で ある。 県次官(県 レベルの地方行 政の トップ)や 地方 自治体監察官、郡長や開発 ・地方 自治担 当

副郡長 な ど内務省 地方行政局所 属官僚 たちは、 しば しば内務省は地方 自治体 の 「兄貴分」で あると自ら

を形容す る。 しか し、 中央政府 が 「弟 分」で ある地方 自治体 を監督 し、技術的 に指導す る役割 は減 るこ

とはあっても決 して消滅 しない と彼 らは考 えて いるのかもしれない。

32た とえば文民公務員人事委員会 はUNDPの 支援 を得て、1998年10,月 ～2000年9月 まで 「良い統治」

(GoodGovernance)の 一環 として、内務省 、農業 ・共 同組合省、公衆衛生省 の4省 ・10局が参加 して

(内務省急速農村 開発事務所、内務省土木局、内務省都市計画局、内務省 地域社会開発局な ど)、ラーチ ャ

ブ リー県 、ナ コー ンラーチャシーマー県、マハ ーサー ラカーム県の合計33ヶ 所 の地方 自治体 において実

験 プロジェク トを行 った。具体的には、各地方 自治体 の組織構造や 中央行政 ・地方行政 ・地方 自治体 の

関係 がいかにあ るべ きか を考察す るため、具体的 に権 限を移譲す るとい うものである。移譲 した分野 は

27分 野 に及 び、それぞれについて追跡 ・評価 を行なった。文民公務員人事委員会 は、この調査結果 を受

けて、閣議 に報告 書を提出す る とい う(2000年9月18日 、OCSCで の筆者 のイ ンタビュー調査)。

149



第2部 アジア諸国の地方分権

民営化や中央官僚削減を担当する人事委員会事務所は 「小さな政府」を目指しているからであ

る。OCSCは 世界銀行から150万 ドルの借款を受けて、効率性を増加 させるため政府の官僚制

を再構築する計画をもっている。その中には、中央政府の公務員を地方分権化によって地方 自

治体に異動 させることも含まれていた(TheNation,January13andApril24,1998)。

OCSCは また、1998年 か ら2000年 にかけて、UNDPか ら資金援助 を受け、内務省、農業共同

組合省、教育省、公衆衛生省 とともに地方分権化に関する実験プロジェク トを行った。 しか し、

首相府 に所属するこれ ら調整機関は、政治的に有力であるとは必ずしも言えず、彼 らが地方分

権化の主たる推進勢力ではあるとは言い難い。また、学者 グループが民主主義的な価値を重視

するのに比べて、政府や開発計画策定及び実施の効率性を重視する点でも異なる。

問題は教育省 と公衆衛生省 とい うライン官庁の対応である。アネークが分権計画策定にあたっ

て危惧 したように、分権計画の内容にもっとも反対 したのはこの二つの省であった33。教育省

は複数の郡を束ねた 「教育区」(295ヵ 所)を 設置 し、他方公衆衛生省 は県 レベルで 「地域保

健委員会」を設置 して中央政府から権限を分散させ ることによって、それぞれ地方における教

育と公衆衛生のサー ビス向上に努 める構想を抱いていた([永 井2001:104-5])。 い うまでも

なくこれ らの計画は地方自治体に直接権限を移譲するものではなく、中央から地方行政への権

限の分散 と呼ぶべきものだったのである。教育省はすでに 「1999年国家教育法」を成立 させ

てお り、他方公衆衛生省 も 「健康保 険法」 の成立 を考えてい るようである([ア ネーク

2000b:30-33])。 彼 らはこれ らの法律が成立すれば、地方分権促進法に対抗できるもの と考え

ていたのかもしれない。

以上を要するに、「地方分権」が一体何を意味するのか理解 し、その対応に備えていた内務

省と、一体それが何を意味するのか必ずしも明確に理解 してこなかった他省庁は、地方分権を

進めようとする学者グループに地方分権計画策定とい う下駄を預けることで、地方分権へのコ

ミッ トメン トを余儀なくされた。この委員会は、憲法や法律の規定に基づく強力な委員会であ

り、地方分権計画 と実施計画策定を法律によって義務付けられていた。分権計画の原案策定は、

地方分権戦略計画小委員会において、地方自治体代表委員と政府委員から 「中立的」と目され

33チ ョンブ リー県 自治体首長 ピンヨー ・タンウィセー ト(地 方分権委員会委員)は 次 のよ うな興 味深 い

話 を語 っ て い る。 「12人 の 事務 次 官[マ マ]は 地 方 分権 に全 然 関心 を もっ て い な い。 彼 らは 部 下

[1uukchaangpracam]を 送 って くるだ けであ る。 ピチ ャイ ・ラッタクン氏[副首相。地 方分権委員会 委

員長]が来 てい るのに事務 次官が来てい ないこ とが多 く、叱った ことがあ る。それ でも彼 らは来 ない。

教育省や公衆衛 生省 は[分権は]できない、で きない とい うばか りで ある。 ウッテ ィサー ン先生(第 一小

委員会委員長)が タクシン首相 の名 前で資料を送 るよ うに命令 して も送 ってこないので、先生 はひ じょ

うにお怒 りにな られ た。 交通通信省 も資料 を送って こない し、局長 も会議 に来 たため しがない。公 衆衛

生省 はC3やC4の 官僚[大 学卒業後数年 しか経 っていない下級官僚]し か送 ってこない。[しか し]県レベ

ルの業務 を県 自治体に、郡 レベル の業務 をタ ンポ ン自治体 に移譲す るとい う計画 を明 らかにす る と、 よ

うや くC10[局 長 ・事務次官補級の高級官僚]の 人を送 ってきた…」(2002年8A24日 タマサー ト大学政

治学部EPAプ ログラム研修におけ る発言)
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た有識者委員と彼が組織した作業グループに委ねられた。原案策定が学者 グループの一員に委

ね られたことは、地方分権を急進的に進めるうえで重要であった。

このような政治は、「委員会」 とい う場で働 く独特の政治力学の所産 と見ることができよう。

自治体への権限やカネ、ヒトの委譲 を求める地方自治体代表委員と地方分権化に積極的な有識

者がいるところでは、官僚機構 とはいえ表立って地方分権化 に反対することは難 しい。すでに

見たように、官僚機構間でさえ地方分権に対する態度には微妙な温度差が存在 した。ましてや

地方分権は 「97年憲法」の基本政策事項(第78条)で あり、1年 以内の地方分権計画策定や

2006年 度予算までの自治体歳出比率を35%ま で増額させることは 「1999年地方分権推進法」

に記載 されている事項である。根拠が憲法や法律である以上、官僚機構も表だった反対をす る

のは難 しい。暗黙の抵抗も、分権計画案を示されれば何 らかの反応を示さざるをえない。 しか

も、地方分権計画原案策定が 「中立的」と目された分権推進派の学者の手に委ねられたことは、

通常の政策過程では考えられないことであろう。こうしたことが起こりえたのも、この政策過

程が通常の官僚機構を通 したものではなく、強力な権限と独特の構造をもった委員会を通して

行われたか らであると考えることができる。すなわち、「委員会政治」の為せる業だったとい

うことができるよ うに思われる。

5.お わ りに 政治 家の支持 と地方分権 の 「制度」配置

以上のように、タイの地方分権化がなぜこの 「97年憲法」の下において急速に進めること

ができたのかの理由を、本章では 「97年憲法」のもとで法的に制度化 された 「地方分権委員

会」の中で繰 り広げられた 「委員会政治」によって説明 しようとした。 しかしながら、最終的

に出来上がった計画案を採用するのは政治家である。[北村2000]も 主張するように、政治家

の支持がなければ、官僚制の反対を押し切って地方分権を進めることは困難である。事実、機

関委任事務廃止を中核とする日本における地方分権化推進の実際的 ・理論的中心となった西尾

が指摘 しているように、閣議決定に至るまでには与党の了解を得るという重要なプロセスが存

在 した[西尾1999:201-2]。 与党政治家の介入に対抗するためには、首相からの明示的な支持

が必要である。では、タイの場合、政治家はどのような役割を果たしたのであろうか。最後に、

この点について考えて見よう。

すでに触れたように、地方分権委員会委員長は首相または首相が委任する副首相が就任する

ものと 「1999年地方分権推進法」で規定されている。チュアン政権時代に地方分権委員会委

員長を務めたのは、ピチャイ ・ラッタクン副首相(元 民主党党首)で あった。 しかし、実際に

地方分権委員会での議論を引っ張ったのは、ピチャイではなく、アピシット首相府大臣(地 方

分権委員会顧問)で あったようである。

アピシットが第1小 委員会できわめて積極的な役割を果た したことは、アネーク、チャラッ
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ト、ソムキットの三人いずれもが一致 した証言を行っている。チャラットは、学者グループが

作成 した案をアピシットが丸飲みにして驚いたことがあると筆者に語ったことがある。アネー

クも、政治家の中で地方分権化に関して重要な役割を果たしたのは、サナン ・カチ ョーンプラ

サー ト(内 務大臣)で も、チャムニ ・サクディセー ト(内 務副大臣)で もなく、アピシットで

あると筆者に語っている34。アピシットは連立政権の中核を担いチュアン ・リークパイ首相の

出身母体でもある民主党の副党首を務め、「チュアン2世 」とも称される若手政治家の実力者

である。民主主義的価値と形式的法的手続きを重視す る傾向の強い民主党 と、タマサー ト大学

を核にした学者グループとの地方分権化推進戦略は、いわば法律をメカニズムにする点で一致

していたと見ることができるかもしれない。すなわち、学者による政策ネ ットワークと政治家

が(暗 黙の)同 盟を組み、学者 グループは政治家の(暗 黙の)支 持のもとで地方分権計画を策

定したように思われる。

とはいえ、 日本の地方分権推進 と比較 した場合、タイにおける地方分権化に対する政治家の

支持はさほど大きいものとはいえない。業界、財界、マスコミ、そしてNGO(非 政府組織)

の地方分権に対する支持はお世辞にも強いものとは言いがたく、民間サイ ドか ら世論に強いイ

ンパクトを与えた提言や勧告は筆者の知る限り皆無である。タイの地方分権委員会有識者委員

の中にビジネスやマスコミの関係者が含まれていなかったことは、広い意味での地方分権推進

連合の形成 を難 しくした。 もとより個々の地方 自治体が分権化を歓迎 したのは事実であるが、

日本の地方六団体に相当する 「テーサバーン協会」が広 く世論に訴えかけることはなかった。

自治体は自ら積極的に分権化を進めるとい うよりは受動的な存在であり、是が非でも分権化 し

てもらわねばならないとい う急迫性には欠けていたと言わざるをえない。 日本 とタイでは地方

自治の歴史と成熟度が違 う以上やむをえないこととはいえ、地方分権を推進 したネッ トワーク

は学者グループと若干の首相府付調整官庁、そしてそれを支持 した一部の民主党有力議員だけ

に限られ、それだけ困難な選択を強いられた。 このことは逆に、政治家の(暗 黙の)支 持が低

下した場合、学者 グループの政策ネ ットワークだけでは、地方分権の推進力にはな りえない と

いうことを示唆す るものといえる。

2001年1月 の総選挙で最大議席を獲得 したのは、タクシンを党首 とす るタイ愛国党であっ

た。1997年 末以来政権 を担当し、経済危機後のタイ経済建て直しや1997年 憲法体制のもとで

政治改革を進めて来た民主党は下野 し、政権交代が実現 した。

しかし、タクシン政権は発足当初から、地方分権化に対 してそれほど強い関心を示 してこな

かった。タクシン政権は前政権のチュアン政権が 厂農村切 り捨て、弱者切 り捨て」であると批

判 して登場 し、その目玉プロジェク トとして 「一村一品運動」や 「村落基金プログラム」など

を掲げている。 しかしこれ らのプロジェク トは、地方 自治体の関与をまった く認めないわけで

はないものの、地方 自治体の直接的関与はきわめて限定 されてお り、独 自の回路を通 して実施

342001年8月19日 、筆者及び秋月謙 吾(京 都 大学教授)に よるアネークへのインタ ビュー。
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されている。 この点でタクシン政権は、チュアン政権が行ったタムボン自治体を通 しての農村

経済刺激策の方法 とは異なるアプローチを採用 しているのである。

タクシン首相が地方分権にあまり関心を示 していないことは、次の点からも窺い知れよう。

タクシンは2001年8月4・5日 、バ ッタヤーで開かれたセ ミナーの席上、省庁再編計画 と

CEO型 県知事構想を打ち出した。これは、1997年 経済危機以降、タイの行政組織が問題に十

分対処 していないので、政府の再編を行お うとい う計画である。CEO型 県知事とい うのも、

従来の県知事には予算面や人事面での実質的権限がなく、出先機関の調整に追われている状況

を打破するために唱えられた新しいコンセプ トである。実験的に2002年9月 まで5県(チ ャ

イナー ト県、ラムパーン県、シーサケー ト県、プーケット県、ナラーティワー ト県)で 県知事

に予算や人事権などを広範に与え、2002年10,月 から全国に拡大 しようとい う野心的な案であ

る。この 「CEO型 県知事」は内外で大きな関心を集めたが、タクシンの関心は自らの決定事

項を地方でも迅速に実施できるような手足をもつことであると言えよう。すなわち、彼の関心

は地方分権 にあるよりは、中央集権に主としてあると言えよう。

これまで民主党政権下で地方分権を進めてきた有識者グループは、こうした変化を敏感に嗅

ぎ取っているようである。地方分権委員会の論調も、分権化に対 してあまり積極的ではないと

言 う。タクシン政権は昨年11月 、「地方分権実施計画」を閣議決定 した際、2006年 までに自治

体歳出比率を35%ま で引き上げるとい う 「1999年地方分権促進法」の規定について、慎重に

見極める必要があるとコメン トしていた。今年2月 末に関係者を集めて開かれた会議において

は、地方分権計画の見直しについても言及 したと一部で伝えられた。そ して、翌3月 には、財

政分権化に熱心で地方分権委員会顧問を務めていたチャー トゥロン ・チャーイセーン首相府付

大臣が法務大臣に転出した。彼の異動が地方分権化 と関係 したのかどうか定かではない。 しか

し、分権化推進 グループはチャー トゥロン35の働きに期待 していただけに、大きな痛手であっ

た。内務省でも地方分権化に対する当初の熱気が冷め、数年前には猫も杓子も大騒ぎしていた

住民参加型開発なども言及されることがすっか り無 くなった。

現在、タクシン政権の関心はCEO型 県知事や省庁再編にあり、2002年10.月 以降には新しい体

制が整 うことになる。地方分権に対するタクシン政権の対応は、これまでのところ特に表立った

ところはなく未知数の部分に属する。地方分権化が民主化の一環 として始まったものであること

から、再び中央集権に逆戻 りすることは容易ではないだろう。 しかし、地方 自治体の能力は依

然として限 られ、中央官庁から地方自治体へのヒトの移譲もまったくといってよいほど進んでい

35チ ャー トゥロンはチ ャワ リッ ト政権 時代(1996年11,月 ～1997年11月)に 大蔵副 大臣を務 め、地方 自

治体 の歳 入 を増大 させ るための 「9つ の処方箋 」(財 産税 の導入 、 自動車税の改訂、 中央政府 に よる地

方税徴収手数 料の削減 な ど)を 取 りま とめた ことで知 られ る。そ の後チ ュアン政権下で野党 に回 った あ

とも、 「1999年地方分権推進 法」に明記 された財政分権 の数値 目標(20%と35%)が 下院で議論 され た

時、民主 党議員か らで さえ異論 があったにもかかわ らず、彼は これ を支持 したとい う。(2003年2月11

日、 ソム キ ッ トへ の筆者 によるイ ンタビュー)

153



第2部 アジア諸国の地方分権

ない現状を考えれば、中央政府 と地方 自治体の間の予算 と人的資源のアンバランスがいずれ行

政サービス面で支障を来たすことも容易に想像される。 しかも、タクシン首相のタイ愛国党は下

院で過半数の議席を単独で取得 しており、「97年憲法」改正を行 うこともまったく不可能ではな

いのである。現在の地方分権化が 「97年憲法」の制度的裏づけに依存 していることを考えてみ

るならば、地方分権化が途中で頓挫することもまったくありえないわけではない36。
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